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※民間事業者において工事を実施する場合は、市の契約規則や議決など

の手続きに準ずる必要がなくなることから、入札や議決されるまでに要

する期間を短縮できる可能性がある。 ★ポイント

民間事業者がどこまで、費用（整備工事等）を負担するのかに

よって、スケジュールが変わる。

例えば、指定管理期間を⾧期間（通常５年→10年以上）にするこ

とで、整備に要したコストを減価償却できるようにするなど、

プロポーザルに応募しやすい条件の設定などが必要である。

青少年いこいの家の再整備に向けたスケジュール案
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